
 

 

 

益   田   市 
 
  令 和 6 年 8 月 2 6 日 
  報 道 発 表 資 料 
 

第 566 回益田市議会（定例）予定議案について 

 

（初日） 

〇 専決処分の報告について（1件） 

･地方自治法第180条第1項の規定による専決処分 

    （市有財産管理上の瑕疵に係る和解及び損害賠償の額の決定） 

 

○ 条例案件について（3件） 

  ・益田市国民健康保険条例の一部を改正する条例制定について 
    （国民健康保険法の改正による被保険者証に係る記載削除に伴う所要の改正 

施行日：令和6年12月2日） 

  ・益田市地区計画等の案の作成手続に関する条例の一部を改正する条例制定について 
    （都市計画法の改正に伴う引用規定の整理に係る所要の改正 

施行日：都市緑地法等の一部を改正する法律の施行の日又はこの条例の公布の日のいずれか遅い日） 

  ・益田市水道布設工事監督者の配置基準及び資格基準並びに水道技術管理者の資格基準に関する条例
の一部を改正する条例制定について 

    （水道法施行令及び水道法施行規則の改正に伴う布設工事監督者及び水道技術管理者の資格要件の見 

     直しに係る所要の改正 

施行日：令和7年4月1日 ただし、一部規定は公布の日） 

 

○ 補正予算について（6件） 

  ・令和６年度益田市一般会計補正予算第４号 
    （補正額 1,029,727千円   補正後の額 28,782,075千円） 

別紙資料（財政課作成） 

  ・令和６年度益田市介護保険特別会計補正予算第１号 
    （補正額 145,156千円   補正後の額 6,392,577千円 

介護給付費準備基金積立金 51,525千円、介護保険費国県支出金等返還金 93,435千円、前年度繰入金 

精算金 196千円、繰越金の補正） 

  ・令和６年度益田市国民健康保険事業特別会計補正予算第１号 
    （事業勘定 補正額 42,500千円   補正後の額 4,692,637千円 

国民健康保険事務費 1,646千円、国民健康保険事業基金積立金 22,007千円、返還金 18,847千円、 

県支出金、繰入金、繰越金、諸収入、国庫支出金の補正） 

    （匹見澄川診療施設勘定 補正額 17千円   補正後の額 14,467千円 

     前年度繰入金清算金 17千円、繰越金の補正） 

    （匹見道川診療施設勘定 補正額 22千円   補正後の額 11,793千円 

前年度繰入金精算金 22千円、繰越金の補正） 

  ・令和６年度益田市後期高齢者医療特別会計補正予算第１号 
    （補正額 44,572千円   補正後の額 1,705,403千円 

後期高齢者医療広域連合保険料等納付金 19,063千円、前年度繰入金精算金 25,509千円、後期高齢者 

医療保険料、繰越金、諸収入の補正） 

  ・令和６年度益田市市有林事業特別会計補正予算第１号 
    （補正額 5,167千円   補正後の額 34,195千円 

市行造林事業費 5,167千円、県支出金、繰入金、繰越金の補正） 

担当課名 総務管財課 

担当者名 山本  

電話番号 0856－31－0150 

FAX 番号 0856－23－4977 

E-mail   soumu@city.masuda.lg.jp 

 



 

 

 ・令和６年度益田市水道事業会計補正予算第１号 
    （補正額 収益的収入 34,397千円   補正後の額 1,180,638千円 

収益的支出  △842千円   補正後の額 1,094,325千円 

資本的収入  2,148千円   補正後の額  414,446千円 

資本的支出 △2,207千円   補正後の額   975,601千円 

前年度決算に伴う繰入金等の補正） 

 

○ 決算の認定について（11件） 

  ・令和５年度益田市一般会計歳入歳出決算の認定について 
  ・令和５年度益田市施設貸付事業特別会計歳入歳出決算の認定について 
  ・令和５年度益田市介護保険特別会計歳入歳出決算の認定について 
  ・令和５年度益田市国民健康保険事業特別会計歳入歳出決算の認定について 
  ・令和５年度益田市後期高齢者医療特別会計歳入歳出決算の認定について 
  ・令和５年度益田市市有林事業特別会計歳入歳出決算の認定について 
  ・令和５年度益田市匹見財産区特別会計歳入歳出決算の認定について 
  ・令和５年度益田市駐車場事業特別会計歳入歳出決算の認定について 
  ・令和５年度益田市土地区画整理事業特別会計歳入歳出決算の認定について 

（地方自治法第233条第3項の規定に基づく議会の認定） 

  ・令和５年度益田市下水道事業会計決算の認定について 
  ・令和５年度益田市水道事業会計決算の認定について 

（地方公営企業法第30条第4項の規定に基づく議会の認定） 

 

○ その他議案について(3件） 

  ・財産の取得について 
    （議会の議決に付すべき契約及び財産の取得処分に関する条例第3条の規定に基づく議決 
     取得する財産 移動式排水ポンプ 1式） 
  ・益田市辺地総合整備計画の変更について 
    （益田市辺地総合整備計画の変更、辺地に係る公共的施設の総合整備のための財政上の特別措置 

等に関する法律第3条第8項において準用する同条第1項に基づく議会の議決） 
  ・島根県後期高齢者医療広域連合規約の変更に関する協議について 
    （島根県後期高齢者医療広域連合規約の変更、地方自治法第291条の11に基づく議会の議決） 

 

 

（最終日） 

○ 報告案件について（2件） 

  ・健全化判断比率について 
    （令和 5年度決算に係る健全化判断比率について、地方公共団体の財政の健全化に関する法律第 3条 

第 1項の規定に基づく報告） 

  ・資金不足比率について 
    （令和 5年度決算に係る公営企業の資金不足比率について、地方公共団体の財政の健全化に関する法 

律第 22条第 1項の規定に基づく報告） 

 

○ 人事案件について(2件） 

 ・固定資産評価審査委員会委員の選任について 
     （地方税法第423条第3項の規定に基づく議会の同意） 
  ・情報公開・個人情報保護審査会委員の任命について 
     （益田市情報公開・個人情報保護審査会条例第5条第1項の規定に基づく議会の同意） 
  


